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１ 検討部会の目的、委員構成、開催スケジュール 

（1）検討部会の目的 

平成 25 年 10 月 11 日（金）福岡県福岡市において死者 10 名、負傷者 5

名が発生した有床診療所火災の教訓を踏まえ、有床診療所・病院等の火災

被害拡大防止対策及び火災予防行政の実効性向上等に関する検討を行うこ

とを目的とする。 

 

（2）検討体制 

「予防行政のあり方に関する検討会」の部会として、次に掲げる有識者

により「有床診療所・病院火災対策検討部会※」を開催した。 

※第３回までは有床診療所火災対策検討部会 

  

有床診療所・病院火災対策検討部会（敬称略。五十音順） 

役 職 氏 名 所 属 

委 員 安藤 高朗 四病院団体協議会 

委 員 
池内 勝 

（古賀 信次）   

福岡市消防局 予防部長 

（第 4回まで古賀委員、第 5･6回は池内委員） 

委 員 石崎 和志 
国土交通省住宅局建築指導課  

建築物防災対策室長 

委 員 市川 邦男 公益社団法人 全国自治体病院協議会 理事 

委 員 榎  一郎 千葉市消防局 予防部長 

委 員 梶尾 雅宏 厚生労働省医政局 指導課長 

委 員 次郎丸 誠男 
危険物保安技術協会 特別顧問 

（元消防研究所所長） 

委 員 辻本  誠 東京理科大学 教授 

委 員 野村  歡 元国際医療福祉大学大学院 教授 

委 員 葉梨 之紀 全国有床診療所連絡協議会 会長 

委 員 藤川 謙二 公益社団法人 日本医師会 常任理事 

委 員 
村上 研一 

（荒井 伸幸） 

東京消防庁 予防部長 

（第 4回まで荒井委員、第 5・6回は村上委員） 

部会長 室﨑 益輝 
公益財団法人 ひょうご震災記念 21 世紀研

究機構 副理事長 

委 員 山田 常圭 消防庁消防研究センター 研究統括官 
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（3）検討部会の開催状況 

  第 1回 平成 25年 11月 7 日 

  第 2回 平成 26年  1月 16日 

第 3回 平成 26年  3月 7 日 

第 4回 平成 26年  3月 27日 

第 5回 平成 26年  5月 21日 

第 6回 平成 26年  6月 19日 
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２ 福岡県福岡市の有床診療所火災の概要 

（1）火災の概要 

平成 25年 10月 11日、福岡県福岡市の有床診療所「安部整形外科」にお

いて、死者 10名、負傷者 5名の被害を伴う火災が発生した。この火災の概

要は以下のとおり。 

ア 発生日時 

   出火時刻 平成 25年 10月 11日（金） 

覚知時刻（警察からの入電）   2時 22分 

鎮火時刻            4時 56分 

 

イ 建物概要・焼損状況 

   所 在 地  福岡県福岡市博多区住吉五丁目 29番 13号 

施 設 名  安部整形外科 

   構造・階数 鉄骨造及び鉄筋コンクリート造・地下 1階地上 4階建て 

   用  途  診療所（令別表 1 (6)項イ） 

   建築面積  219.43㎡ 

   延べ面積  681.71㎡ 

各階の用途 地下 1階(42.77㎡) 休憩室、倉庫 

1階(219.43㎡)     処置室、リハビリ室、病室 

2階(197.42㎡)     病室、厨房 

3階(152.40㎡)     名誉院長自宅 

4階(69.69㎡)     看護師寮 

焼損状況  全焼（焼損床面積 282㎡） 
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ウ 死傷者 

   死者  10人（男性 3人 女性 7人） 

   重症  4人（男性 2人 女性 2人） 

   中等症 1人（     女性 1人） 

合計  15人（男性 5人、女性 10人） 

 
出火当時の在館者の状況 

 
 

エ 火災の状況 

①出火当時の状況 

出火当時の在館者は 17名（入院患者 12名、当直の看護師 1名、寮に

居住していた看護師 2名、自宅に居住していた名誉院長夫妻）。 

自動火災報知設備のベルの鳴動を受け、当直の看護師等が火災の確認

を行い、1階処置室内に火災を発見。当直の看護師は、避難口確保のた

め施錠された 1階玄関ドアの鍵を地下１階の休憩室に取りに行き解錠、

火災が拡大したため、通りかかったタクシー運転手に通報を依頼し、依

頼されたタクシー運転手が 110番通報。初期消火、早期の消防機関への
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通報・避難誘導は行われていない。 

②出火場所 

1階処置室北東付近 

③出火原因 

処置室内の北東角付近にある電気機器の電源プラグ周辺から、接触部

過熱又はショートにより火災が発生した可能性が考えられる。 

④延焼拡大及び煙の伝播状況 

1階処置室から出火した火災は、北側階段室、その他上階へ通じる空

間を経由して火炎や煙が上階へ伝播するとともに延焼拡大した。北側階

段室には防火戸が設置されていたが3階の1箇所を除き閉鎖されなかっ

た。 

⑤消防用設備等の状況 

自動火災報知設備については鳴動。その他の消防用設備等については

使用されていない。 

⑥避難の状況 

17名の在館者のうち 10名（入院患者 8名、名誉院長夫妻）が死亡し、

5名が負傷（入院患者 3名、寮に居住していた看護師 2名）した。入院

患者には、高齢、介護認定を受けたものが多く、自力避難が困難であっ

たと考えられる。死者 10名はすべて高齢者で内 7名が要介護認定を受

けている。高齢者以外の者は負傷に留まっている。 

 
（2）火災に対する国・地方公共団体の対応状況 

消防庁では、10月 11日 3時 40分に福岡市消防局から火災発生の報告を

受け、予防課長を長とする災害対策室を設置し情報収集に当たった。この

なかで、当該施設において死者が多数発生した状況が明確になったことか

ら、8 時 00 分、消防法第 35 条の 3 の 2 の規定に基づく「消防庁長官の火

災原因の調査（特に必要があると認めた場合）」を実施することとし、消防

庁及び消防研究センター職員 7 名を現地に派遣し火災原因調査を実施した。 

また、同日には、病院・診療所等に係る類似の火災の発生を防止するた

め、「病院・診療所等に係る防火対策の更なる徹底について」（消防予第 398

号消防庁予防課長通知、添付資料１）を発出し、全国の消防本部に対して、

病院・診療所等の医療機関について防火安全対策の徹底を図るよう要請し

た。 

更に、10月 28日には、「病院・診療所等に係る実態調査の実施について」

（消防予第 415号消防庁予防課長通知、添付資料２）を発出した。 
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（3）診療所における設備基準等 

ア 消防用設備等の設置状況 

    診療所の設置基準 当該診療所の設置義務 設置の有無 

消火器具 150㎡ 有 有 

屋内消火栓設備 700㎡ 無 有 

自動火災報知設備 300㎡ 有 有 

消防機関へ通報す

る火災報知設備 500㎡ 有 

無 

（特例免除：固定

電話） 

避難器具 20人 有 有 

誘導灯 全部 有 有 

※平成 24年 11月 27日に法定点検を実施し、消防局に報告済み（誘導灯点灯不

良１箇所） 

 
イ 防火管理等 

   下記の防火管理等の義務があったが、違反なし。 

・ 防火管理者の選任義務 

・ 消防計画の作成・届出 

・ 消防訓練（消火・避難訓練）の実施 

   ・ 防炎物品の使用義務（カーテン・じゅうたん等） 
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３ 有床診療所及び病院の実態 
（1）過去の主な病院火災 

 

 
出火年月日 出火場所 事 業 所 名 死者数 負傷者数 

損害額

（千円） 
出 火 原 因 

１ 昭和 35 年   1 月  6 日 神奈川県横須賀市 日本医療伝導会衣笠病院 16 - 19,122 
石油ストーブの 

消し忘れ 

２    〃     3 月 19 日 福岡県久留米市 国立療養所 11 - 1,536 不 明 

３    〃    10 月 29 日 愛知県守山市 精神科香流病院 5 5 2,270 放 火 

４ 昭和 39 年  3 月 30 日 兵庫県伊丹市 常岡病院 9 3 7,015 不 明 

５ 昭和 44 年 11 月 19 日 徳島県阿南市 阿南市精神病院 6 5 10,908 放 火 

６ 昭和 45 年  6 月 29 日 栃木県佐野市 秋山会両毛病院 17 1 2,365 放 火 

７    〃    8 月  6 日 北海道札幌市 手稲病院 5 1 2,793 放 火 

８ 昭和 46 年  2 月  2 日 宮城県岩沼町 小島病院 6 - 3,782 不 明 

９ 昭和 48 年  3 月  8 日 福岡県北九州市 福岡県済生会八幡病院 13 3 57,593 蚊取線香の不始末 

10 昭和 52 年  5 月 13 日 山口県岩国市 岩国病院 7 5 7,178 ローソクの疑い 

11 昭和 59 年  2 月 19 日 広島県尾道市 医療法人社団宏知会青山病院 6 1 1,328 不 明 

（平成 24年版 消防白書より） 
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（2）有床診療所の施設基準 

 

 有床診療所（一般病床） 有床診療所（療養病床） 

人員配置 構造設備    人員配置 構造設備 

医療法 

（人員配 

置は標準、 

構造設備 

は最低基 

準） 

●医師 １人
※１

 ●病床 

・一人部屋 

6.3㎡／床以上 

・二人部屋～ 

4.3㎡／床以上 

●医師 １人
※１

 

 

●看護職員 4:1
※２

 

 

●看護補助者 4:1
※２

 

 

（当面の間、看護職員・

看護補助者あわせて 3:1

で可） 

●必置施設 

・機能訓練施設 

・談話室 

・食堂 

・浴室 

 

●病床  

6.4㎡／床以上
※３

 

診療報酬 

（入院基 

本料の施 

設基準） 

■有床診療所入院基本料１の 場合 

看護職員７人以上
※４ 

 

■有床診療所入院基本料２の 場合 

看護職員４人以上７人 未満
※４ 

 

■有床診療所入院基本料３の場合 

看護職員１人以上４人未満
※４

 

■看護職員 6:1以上
※５

 

 

■看護補助者 6:1以上
※５

 

 

（医療区分２・３が８割以

上であれば看護職員・看護

補助者ともに 4:1 以上で

あれば高い点数設定とな

っている） 

 

※１ その他、入院患者の病状が急変した場合においても適切な治療を提供することができるよう、当該診

療所の医師が速やかに診療を行う体制を確保するよう努めることとされている。 

※２  H30.3.31までは 6:1で可（経過措置） 

※３  既設（H13.3.31時点）の場合、6.0㎡／床以上 

※４  療養病床に勤務する職員数を含めない。 

※５  療養病床に勤務する職員数。実質配置 30:1に相当。 
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（3）病院・有床診療所・助産所の状況について 

ア 病院・診療所・助産所の定義 

① 「病院」とは 

医師又は歯科医師が、公衆又は特定多数人のため医業又は歯科医業を行う場所

であつて、二十人以上の患者を入院させるための施設を有するものをいう。（医

療法第一条の五第一項） 

② 「診療所」とは 

医師又は歯科医師が、公衆又は特定多数人のため医業又は歯科医業を行う場所

であつて、患者を入院させるための施設を有しないもの又は十九人以下の患者を

入院させるための施設を有するものをいう。（医療法第一条の五第二項）  

③ 「助産所」とは 

助産師が公衆又は特定多数人のためその業務（病院又は診療所において行うも

のを除く。）を行う場所をいう。 （医療法第二条第一項） 

 

イ 病院・有床診療所の施設数等の変遷 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：平成 23年医療施設調査 各年 10月 1日 平成 25年のみ医療施設動態調査平成 25年 8月末概数） 

0
50,000

100,000
150,000
200,000
250,000
300,000

有床診療所の病床数 
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（4）病院と有床診療所の比較 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 有床診療所及び病院にかかる実態調査概要 

（1）病院・診療所等に係る実態調査（消防庁） 
ア 調査主体 

消防庁 

 

イ 調査の概要 

① 調査対象 

消防法施行令別表第１（６）項イ*に掲げる防火対象物 

・複合用途に（６）項イが存する場合は、その部分 

・診療所にあっては、有床診療所に限る 

② 調査時点 

平成 25年 10月 11日 
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③ 調査項目 

・規模別スプリンクラー設置状況 

・防火管理者選任、消防訓練実施状況 

*:消防法施行令別表第１（６）項イは病院、診療所、助産所 

 

ウ 調査結果の概要 

病院においては、12,429施設のうち、1，500～3,000㎡の施設が 3,157

施設で最も多く（25％）、スプリンクラー設置率は 17％であり、病院全

体での設置率は 58％であった。また、法令で義務付けられている年２

回以上の消火・避難訓練の実施率は 70％であった。 

有床診療所においては、7,744施設のうち、1，000～1,500㎡の施設

が 1,888施設で最も多く（24％）、スプリンクラー設置率は 2％であり、

全体での設置率は 5％であった。また、法令で義務付けられている年２

回以上の消火・避難訓練の実施率は 36％であった。 

① 病院 

防火対象物数・規模別・スプリンクラー設置状況 

全体 12429 

100㎡ 

未満 

100- 

200㎡ 

200- 

300㎡ 

300- 

500㎡ 

500- 

700㎡ 

700- 

1000㎡ 

1000- 

1500㎡ 

1500- 

3000㎡ 

3000- 

6000㎡ 

6000㎡ 

以上 

94 188 202 311 281 435 970 3157 2856 3935 

SP 設置 7205 0 11 11 22 29 54 108 525 2597 3848 
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防火管理状況 

防火管理者該当 11785 

消防計画届出有 11642 

訓練実施状況 

  消火 避難 通報 

１回 2439 2356 2986 

２回以上 8300 8360 7431 

不明 1046 1069 1225 

 
② 有床診療所 

防火対象物数・規模別・スプリンクラー設置状況 

全体 7744 

100㎡ 

未満 

100- 

200㎡ 

200- 

300㎡ 

300- 

500㎡ 

500- 

700㎡ 

700- 

1000㎡ 

1000- 

1500㎡ 

1500- 

3000㎡ 

3000- 

6000㎡ 

6000㎡ 

以上 

79 275 341 831 1078 1886 1888 1114 168 84 

SP設置 416 1 11 8 22 21 32 47 80 116 78 
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防火管理状況 

防火管理者該当 98 

消防計画届出有 80 

訓練実施状況 

 
消火 避難 通報 

１回 25 24 24 

２回以上 20 22 19 

不明 53 52 37 

 

 

（2）病院・診療所等の防火体制に係る実態調査（厚生労働省） 
ア 調査主体 

厚生労働省 

イ 調査の概要 

① 病院、診療所及び助産所（※診療所は有床診療所（歯科を含む）に

限る。また、助産所は入所施設を有する助産所に限る。） 

② 調査時点 

平成 25年 11月 1日 

③ 主な調査項目 

・防火設備等の設置状況 

・防火対策の体制整備状況 

ウ 調査結果の概要 

診療所は病院に比べ、夜間に勤務している職員数が少なく、平均人数

が病院は 15.2人であるのに対し、診療所は 1.3人であった。また、避

難訓練等の状況についても、夜間訓練又は夜間を想定した訓練の実施率

が、病院では 80.7％であるのに対し、診療所では 35.9％であった。 
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①防火設備等の設置状況 

配布 回収 回収率
100㎡

未満

100-

200㎡

200-

300㎡

300-

500㎡

500-

700㎡

700-

1,000㎡

1,000-

1,500㎡

1,500-

3,000㎡

3,000-

6,000㎡

6,000㎡

以上

不明

その他
無回答 合計

有床診療所 9,135 7,830 86% 9,085 8,031 18 134 256 868 1,096 1,731 1,886 991 92 21 40 215 7,348 91%

病院 8,543 7,820 92% 18,589 12,934 17 33 26 118 160 371 664 2,003 485 30 20 69 3,996 31%

助産所 329 251 76% 271 253 21 87 69 32 8 4 0 1 0 0 4 18 244 96%

合計 18,007 15,901 88% 27,945 21,218 56 254 351 1,018 1,264 2,106 2,550 2,995 577 51 64 302 11,588 55%

※スプリンクラーの設置については、消防法施行令第１２条第１項第４号により、病院3,000㎡以上、診療所・助産所6,000㎡以上の棟には、設置義務が課されることとなるが、当該床面積の算定方

法が、以下のとおり定められているため、棟の延べ床面積と単純比較ができない場合がある。

○同一建築物であっても、防火対象物が開口部のない耐火構造の床又は壁で区画されているときは、その区画された部分は、それぞれ別の防火対象物とみなす。

○消防法施行規則第１３条第２項にある部分（耐火構造の壁及び床で区画された小規模な部分）は、基準となる床面積に算定しない。　　等

ス　プ　リ　ン　ク　ラ　ー　の　設　置　状　況

施設種別

回収状況（施設数）

全棟数
病床・入所

施設を持つ

棟の数

スプリンクラーを未設置である棟の数（病床・入所施設を持つ棟） スプリンク

ラーの

未設置割合

配布 回収 回収率
温度

ヒューズ式

煙感知式

（システム連

動型）

煙感知式

（システム非

連動型）

炎感知式
熱煙複合

式感知器
その他 不明 合計

竪穴区画にお

ける遮煙性能

を有しない防

火戸の数（再

掲）

有床診療所 9,135 7,830 86% 9,085 1,063 12,903 2,435 505 1,043 4,987 1,551 24,487 2,582 12,285 2,920

病院 8,543 7,820 92% 18,589 4,854 158,564 18,802 2,149 4,437 27,888 4,575 221,269 15,462 105,686 35,084

助産所 329 251 76% 271 1 18 13 0 0 39 0 71 12 24 5

防　火　戸　等　の　設　置　状　況

施設種別

回収状況（施設数）

全棟数

防火戸等の設置枚数

開閉式防火戸

常時閉鎖式

防火戸

防火シャッ

ター

 
②防火対策の体制整備状況 
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（3）福岡市診療所火災を受けた病院及び診療所の防火設備に係る緊急点検（国

土交通省） 

ア 点検の概要 

①実施主体 

国土交通省 

②点検対象 

建築基準法別表第一に規定する病院及び診療所（患者の収容施設があ

るもの。以下同じ。）で、次のいずれかに該当するもの。 

・地階又は３階以上の階を病院又は診療所の用途に供するもの 

・病院又は診療所の用途に供する部分の床面積の合計が３００㎡以上

のもの（平屋建てのものを除く。） 

③点検事項 

・無届による増改築等の有無及び無届による増改築等があった場合の

当該部分の建築基準法令への適合状況 

・防火設備の状況（管理の状況含む） 

イ 点検結果の概要 

緊急点検対象となった病院及び診療所16,087件のうち、無届による増

改築等の有無及び無届による増改築等があった場合の当該部分の建築
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基準法令への適合状況については、無届による増改築等が3.4％にあた

る541件、無届のうち建築基準法令への不適合は389件（71.9％）であっ

た。 

また、防火設備の状況（管理の状況含む）については、建築基準法令

への不適合が10.7％にあたる1,724件であった。 

無届による増改築等の有無及び無届による増改築等があった場合の当該部分の建築基準法令への適合状況 

 件数 

緊急点検対象 16,087件 

 無届による増改築等 541件 

 建築基準法令への不適合 389件 

 是正済みのもの 13件 

是正指導予定のもの等 29件 

防火設備の状況（管理の状況含む） 

 件数 

緊急点検対象 16,087件 

 建築基準法令への不適合 1,724件 

 是正指導を行ったもの 1,496件 

 是正済みのもの 330件 

是正指導予定のもの等 228件 

 

５ 今後の火災対策のあり方について 

（1）福岡県福岡市の有床診療所火災における課題 

ア 消防機関への通報について 

福岡市有床診療所火災（以下「本件火災」という。）では、自動火災

報知設備の鳴動後、当直の職員が火災を発見したものの、火災が拡大し

たため、施設からの通報が行えなかった。 

通報は、第一発見者である職員が、通りがかりのタクシー運転手に依

頼し、依頼された運転手により行われている。 

有床診療所及び病院では、夜間火災が発生した際、限られた職員によ

り、初期消火、消防機関への通報、避難誘導を実施する必要があるが、

初期消火や避難介助を行っていると消防機関への通報が遅れる可能性

がある。 

また、夜間の体制が十分に確保されていない有床診療所及び病院では、

職員は入院患者の避難誘導等を優先して実施する必要が生じ、消防機関

に通報する火災報知設備が設置されていても、それを操作できない場合

も考えられる。 

 

イ 従業員による初期対応について 
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本件火災のあった施設では、消防訓練も十分に実施されておらず、ま

た、初期消火のための消火器、屋内消火栓設備が設置してあったものの

使用されなかった。 

有床診療所及び病院では、限られた職員により多数の入院患者の避難

誘導なども行う必要があり、また、夜間に勤務する職員は昼間と比べて

少なくなることから、夜間の火災時に適切に対応するための消防訓練を

定期的に行うことが特に重要である。 

 

ウ 建築基準法令への適合について 

本件火災では、階段部分の防火区画（竪穴区画）を形成する防火戸が

閉鎖せず、階段室等を経由して早期に煙が上階へ伝搬したことが、多数

の死傷者を発生させた一因として考えられる。 

なお、国土交通省が実施した病院及び診療所の防火設備に係る緊急点

検（平成 26年２月５日公表）によると、調査対象 16,087件のうち、防

火設備の状況（管理の状況も含む。）に関する建築基準法違反を把握し

たものは、1,724件であり、その違反内容としては、防火設備の閉鎖又

は作動の状況、区画に対応した防火設備の設置の状況などが挙げられて

いる。 

消防機関が把握していた増築に係る情報が建築部局と共有されず、本

来煙感知式に改修されるべき防火戸が温度ヒューズ式のまま放置され

ていた。 

本件火災があった建物は、特定行政庁により定期調査報告の対象とし

て指定されていなかったため、設置されていた防火戸の点検が適切に行

われていなかった。 

 

（2）有床診療所及び病院における火災対策に係る基本的な考え方 

有床診療所及び病院は、夜間は限られた職員で入院患者の対応に当た

っているため、入院患者の様態によっては火災時に適切に対応すること

が非常に難しい施設となっている。 

こうした施設における火災被害を繰り返さないためには、防火管理体

制などのソフト面と、建築構造や感知・警報、消火設備などのハード面

で総合的に対応することが必要である。 

 

（3）ソフト面での対策 

ア 従業員等の教育 
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有床診療所及び病院では交替制で勤務を行うことが原則であり、ま

た、夜間に勤務する職員は昼間と比べて少なくなることから、全ての

職員が必要な知識を持ち、火災時に適切に対応することができるよう、

採用時等の機会に定期的に教育を実施していくことが必要である。 

また、自力避難のできる患者、付添人に対し、避難方法、経路等に

ついて入院時に火災時の対応策を記載したパンフレットを配布する

等周知することによる自発的な避難を促進することが、自力で避難す

ることが困難な者の避難誘導に専念するためには重要である。 

 

イ 効果的な訓練の実施 

有床診療所及び病院において、火災発生時の初期対応は職員が行う

こととなるが、限られた人員及び時間の中で、初期消火、消防機関へ

の通報、入所者の避難誘導等を行うためには日頃の消防訓練が重要で

ある。 

訓練を行う際には、建物構造や入居者の特性、設置されている設備

の状況、具体的な避難経路や避難方法等施設の実情を考慮し、その効

果を高めていく工夫が必要である。 

特に夜間において職員が１名となる可能性のある有床診療所及び

病院については、「有床診療所等における火災時の対応指針」（添付資

料８）等を活用し、より実践的な訓練を行うことが重要である。 

 

ウ 防火対策の自主チェックについて 

有床診療所及び病院における安全対策を確保するためには、事業者自

身による日頃からの防火対策のチェックが重要であり、事業者の防火意

識の向上が不可欠である。 

事業者による防火対策の自主チェックが効果的に行われるよう、安全

対策上チェックすべき項目をわかりやすく記載した資料等により、事業

者への周知や啓発を実施していくことが重要である。 

チェックした結果については、ICT技術を活用し、消防をはじめとす

る関係行政機関と共有することができる「有床診療所防火対策自主チェ

ックシステム」が、平成２６年４月から運用が可能となっており、事業

所のみでは改善方法が分からない等の場合に、関係行政機関が連携して

必要なサポートを実施する体制の整備を進めていくことが必要である。 

 

エ 定期調査・検査報告制度の強化 
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本件火災が発生した施設については、特定行政庁により定期調査報告

の対象として指定されていなかったため、設置された防火戸の点検が

適切に行われておらず、また、階段部分の防火区画（竪穴区画）を形

成する防火戸が閉鎖しなかったことが多数の死傷者を発生させた一因

として考えられている。これを受け、建築基準法が改正され（平成 26

年 6月 4日公布）、定期調査・検査の対象の見直しを行うとともに、防

火戸をはじめとした防火設備に関する検査の徹底等を行うこととされ

た。 

 

（4）ハード面での対策 

ア 消火器の設置 

消火器は、火災の初期段階における消火に対し非常に有効なものであ

り、消火器を含めた消火設備が全く設置されていない場合は、たとえ火

災を早く覚知することができても、その拡大を抑えることができないた

め、有床診療所及び病院には必ず消火器を設置すべきである。 

※消火器設置対象物（厚生労働省調べ） 

有床診療所 97.8％（設置義務がかかる 150㎡以上：97.7％） 

病院    98.0％（設置義務がかかる 150㎡以上：97.4％） 

 

イ 消防機関に通報する火災報知設備の設置 

有床診療所及び病院における夜間の職員は限られており、火災時には

初期消火及び避難誘導に専念すべきであり、また、通常の電話を用いて

消防機関に通報する場合には、電話の操作や所在地等火災に関する情報

の伝達に時間を要するという問題点がある。 

また、職員がパニック状態に陥った場合には、的確な通報を行えない

ことも考えられる。 

そのため、有床診療所及び病院には、短時間かつ確実に通報を行うこ

とができる「消防機関へ通報する火災報知設備」を設置すべきである。 

※消防機関へ通報する火災報知設備設置対象物（厚生労働省調べ） 

有床診療所 50.6％（設置義務がかかる 500㎡以上：80.4％） 

病院    89.4％（設置義務がかかる 500㎡以上：89.9％） 

 

ウ 自動火災報知設備と火災通報装置の連動 

「避難のために患者の介助が必要な有床診療所・病院」については、

限られた職員が避難誘導等に専念し、通報が遅れる可能性があるため、
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より早期かつ確実に通報が行われるよう自動火災報知設備による感知

器の作動と連動して火災通報装置による通報が自動的に行われるよう

にすべきである。 

一方、自動火災報知設備の発信機が誤って操作される等誤作動によっ

て、火災が発生していないにもかかわらず消防機関に通報がなされ、消

防活動に混乱を来すおそれも指摘されるところであることから、消防機

関においては連動で通報を受けた場合の出動態勢等の体制を予め定め

て運用することも考えられる。特に、夜間の職員が限られた有床診療所

及び病院では火災通報装置による通報後に消防機関から「呼び返し」を

行っても、避難誘導等により対応できない場合が考えられることから、

呼び返しに対する関係者の対応がない場合の出動態勢についても検討

が必要である。 

また、有床診療所及び病院においては、不必要な通報が消防機関に対

して行われることのないよう十分な非火災報対策を行うことが必要で

ある。 

なお、「消防機関へ通報する火災報知設備」については、消防機関か

らの歩行距離が５００ｍ以下の場合は、消防署等に施設の職員が直接

駆け込むことを想定し設置を要しないこととされており、また、有床

診療所及び病院の場合は、「消防機関に常時通報することができる電話

が常時人のいる場所に設置されている」など一定の要件を満たす場合

には、消防機関の判断に基づく特例により設置を免除することができ

るが、有床診療所及び病院における夜間の職員は限られており、火災

時には初期消火及び避難誘導に専念すべきであることから、「避難のた

めに患者の介助が必要な有床診療所・病院」は、これらの規定を適用

せずに設置すべきである。 

※病院・診療所等における特例適用数（消防庁調べ：H25.3.31現在） 

8,985件（設置義務数 23,874件） 

 

エ スプリンクラー設備の設置基準の見直し 

現行の基準では有床診療所については延べ床面積 6,000㎡以上、また、

病院については 3,000㎡以上の場合スプリンクラー設備の設置が必要

となる。 

有床診療所については、当時は医療法において同一患者の収容を４８

時間以内とする努力義務が規定されていたが、その後、医療法が改正さ

れ当該規定が削除されたことにより、病院と同様に一定期間患者が入院
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することとなったこと及び今回の火災を踏まえ、病院と同様に 3,000

㎡以上のものはスプリンクラー設備を設けるよう見直しが必要である。 

更に、3,000㎡未満の有床診療所及び病院であっても、「避難のため

に患者の介助が必要な有床診療所・病院」については、面積に関わらず

スプリンクラー設備を設けるよう併せて見直しが必要である。 

 

(ア)病院に対する設置対象の考え方 

①設置対象外となる施設の要件 

・一定の面積毎に、耐火・準耐火構造の床及び壁で区画を形成し、

燃えにくい材料で壁及び天井を仕上げた施設は、当該区画から隣

接部分への火炎・煙の流出を一定時間抑えることができることか

ら、設置対象から除外すべきである。 

  具体的には、社会福祉施設等において既に適用されている以下

の条件が考えられる。 

 ○1000㎡以上の施設 

  ・200㎡毎に耐火構造の壁・床で区画 

・主たる廊下を準不燃材料以上の材料、その他の部分を難燃以

上の材料で仕上げる 

  ・開口部に防火戸を設置 

 ○1000㎡未満の施設 

  ・100㎡毎に準耐火構造の壁・床で区画 

  ・主たる廊下を準不燃材料以上の材料、その他の部分を難燃以

上の材料で仕上げる 

  ・開口部に防火戸を設置 

 

・次に掲げる診療科のみの病院は、それぞれ表中に掲げた理由によ

り職員による一定の支援があれば入院患者が避難できると想定され

るため、設置対象から除外すべきである（有床診療所と共通事項）。 
産科・婦人科・産婦人科 高齢の患者の占める割合が極めて低く、例え

ば産科では、分娩中でなければ、分娩直後か

らでも歩行可能である方が多数であるため、

自力避難困難者は少ない（帝王切開等手術直

後は歩行困難であるが、該当者は限定され

る）。 

眼科・耳鼻いんこう科・皮膚 特定の体の一部分に対する診療科目であり、
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科・歯科・こう門外科・泌尿

器科・乳腺外科・形成外科・

美容外科 

基本的に自力避難困難である患者は少数で

ある。例えば眼科の場合、通常片目ずつ手術

するため、手術直後においても、自力避難困

難となる患者は少ない。 

小児科 入院する対象者としては、原則０～１４才の

子供（小児）であるが、基本的に自力避難困

難である患者は少数である。また、入院する

患者は、主に気管支喘息発作や急な感染症、

脱水症などの場合が多く、親族の付き添いを

行っている施設も多いため火災時の避難は

容易である。 

なお、他の診療科目と併せて標榜している場合は、他の診療科

目での入院患者が上記に該当しないおそれがあるため、設置対象

とすべきである。 

また、診療科については、新設時は開設申請時に提出される書

類に記載されている内容を、既存施設は医療機能情報提供制度に

より報告された内容を確認することが考えられる。 

 

         ・設置対象となる病床の種別は、本件火災が発生した一般病床及び本

件火災で多数の被害者が出た高齢者の入院が想定される療養病床と

すべきである。なお、精神病床、感染症病床及び結核病床について

は、避難行動に支障が少ない患者が多数入院するもの、又は見守り

体制が十分な状態にあるものと考えられることから、これらの病床

のみを有する病院は設置対象から除外するべきである。 

 

    ・療養病床又は一般病床を有するものは様々な様態の患者が入院す

ることが考えられ、最も職員が少ない夜間に火災が発生した場合に

は、その限られた職員で通報及び初期消火を実施した上で、自力で

避難することが困難な患者の避難誘導に従事する必要があるが、夜

間においても相当程度の患者の見守り体制を有する病院であれば、

火災時に適切に対応することが可能であるため、スプリンクラー設

備の設置を要しないと考えられる。 

     具体的には、夜間において相当程度の患者の見守り体制を有する

と考えられる地域医療支援病院等の夜間体制の実態や、医療関係団

体等の見解を踏まえ、１３床当たりの職員が１名以上の勤務体制を
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有する病院であればスプリンクラー設備の設置を要しないものと

することが適当である。 

     このような体制を有している病院においては、夜間も複数の医療

従事者等が継続して入院患者の見廻りを行っており、万が一夜間に

火災が発生した場合においても、迅速に消防機関に通報し、併せて、

消火器や屋内消火栓等を活用して初期消火に適切に従事できるも

のと考えられる。 

     火災対応に当たる職員には、看護師や准看護師といった看護職員

はもちろんのこと、医師、薬剤師及び事務職員等病院に勤務してい

る職員を含めることが適当である。 

なお、現時点では、夜間における職員数を把握する手段がないた

め、新設時は開設申請時にそれがわかる書面を提出すること、また、

既存施設は医療機能情報提供制度における報告内容を拡充して、そ

の内容を確認する等の方法が考えられる。 

  

② 設置対象となる施設の要件 

①に該当しない病院に限り、「避難のために患者の介助が必要な有床

診療所・病院」と考えられることから、スプリンクラー設備を設

置すべきである。 

 

(イ)有床診療所に対する設置対象の考え方 

① 設置対象外となる施設の要件 

   ・許可病床が３以下の有床診療所については、その大半が１日平均の

入院患者数が１未満であり、入院が常態化していないことから、設

置対象から除外すべきである。 

 

・また、許可病床が４以上の有床診療所であっても、一日当たりの入

院患者数の年間平均が１人未満であることが確認できる施設は、入

院が常態化していないことから、設置対象から除外すべきである。 

ただし、新規に開業する有床診療所については、許可病床全てを

利用することを想定して開業することから、本要件は適用すべきで

ない。 

 

    ・一定の面積毎に、耐火・準耐火構造の床及び壁で区画を形成し、燃

えにくい材料で壁及び天井を仕上げた施設は、当該区画から隣接部分
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への火炎・煙の流出を一定時間抑えることができることから、設置対

象から除外すべきである。 

     具体的には、社会福祉施設等において既に適用されている以下の条

件が考えられる。 

 ○1000㎡以上の施設 

  ・200㎡毎に耐火構造の壁・床で区画 

・主たる廊下を準不燃材料以上の材料、その他の部分を難燃以

上の材料で仕上げる 

  ・開口部に防火戸を設置 

 ○1000㎡未満の施設 

  ・100㎡毎に準耐火構造の壁・床で区画 

  ・主たる廊下を準不燃材料以上の材料、その他の部分を難燃以

上の材料で仕上げる 

  ・開口部に防火戸を設置 

 

     ・次に掲げる診療科のみの有床診療所は、それぞれ表中に掲げた理

由により職員による一定の支援があれば入院患者が避難できると想

定されるため、設置対象から除外すべきである。 

産科・婦人科・産婦人科 高齢の患者の占める割合が極めて低く、例

えば産科では、分娩中でなければ、分娩直

後からでも歩行可能である方が多数である

ため、自力避難困難者は少ない（帝王切開

等手術直後は歩行困難であるが、有床診療

所であれば病床数が少ないため、該当者は

限定される）。 

眼科・耳鼻いんこう科・皮膚

科・歯科・こう門外科・泌尿

器科・乳腺外科・形成外科・

美容外科 

特定の体の一部分に対する診療科目であ

り、有床診療所の医師数や施設の状況を考

えると、基本的に自力避難困難である患者

は少数である。例えば眼科の場合、通常片

目ずつ手術するため、手術直後においても、

自力避難困難となる患者は少ない。 

小児科 入院する対象者としては、原則０～１４才

の子供（小児）であるが、有床診療所の医

師数や施設の状況を考えると、基本的に自

力避難困難である患者は少数である。また、
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入院する患者は、主に気管支喘息発作や急

な感染症、脱水症などの場合が多く、親族

の付き添いを行っている施設も多いため火

災時の避難は容易である。 

なお、他の診療科目と併せて標榜している場合は、他の診療科目での

入院患者が上記に該当しないおそれがあるため、設置対象とすべきであ

る。 

また、診療科については、新設時は開設申請時に提出される書類に

記載されている内容を、既存施設は医療機能情報提供制度により報告

された内容を確認することが考えられる。 

 

② 設置対象となる施設の要件 

  ①に該当しない有床診療所に限り、「避難のために患者の介助が必要な

有床診療所・病院」と考えられることから、スプリンクラー設備を設置

すべきである。 

 

(ウ)特定施設水道連結型スプリンクラー設備の設置 

1,000㎡未満の小規模な有床診療所及び病院については、福祉施設の居

室と比較して可燃物量が制限されていることから、1,000㎡未満の福祉施

設に設置することのできる水道連結型スプリンクラー設備の設置でも一

定の火災抑制が確保されると考えられる。 

なお、福祉施設等と比較した場合、医療機関は手術室やレントゲン室等

のスプリンクラーヘッドの設置を要しない部分が占める割合が高く、当該

部分は主として昼間に用いられ、夜間は施錠等管理されており、収容人員

の増加にも影響がないことから、防火区画等による延焼防止措置等が講じ

られている場合は水道連結型スプリンクラー設備の設置が可能となる基

準床面積（1,000㎡未満）に算入しないことも検討する必要がある。 

なお、この際に算入しない部分が大きくなりすぎると火災危険性が増大

するため、当該部分は施設全体の面積の半分までとする等の制限をかける

必要がある。 

スプリンクラー設備を設置する場合は、スプリンクラーヘッドの設置を

要しない部分については、補助散水栓又は屋内消火栓設備で対応できるよ

うにする必要があるが、水道連結型スプリンクラー設備の設置が可能な有

床診療所及び病院においては、施設が一定規模以下であることに鑑み、福

祉施設と同様に屋内消火栓設備を設置しないこととすべきである。 
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(エ)スプリンクラー設備の設置に係る技術的課題 

水道連結型スプリンクラー設備の設置が可能な有床診療所及び病院に

おいても、接続する水道管の口径や圧力により、直接接続するだけでは必

要な放水量や圧力が確保できない場合があるので、その際は、増圧用のポ

ンプ等の設置が必要となることに留意が必要である。 

また、有床診療所及び病院の構造上、スプリンクラー設備の設置が難し

い場合において、パッケージ型自動消火設備を使うことも考えられるが、

現在のパッケージ型自動消火設備は、設置するスペースや床の許容荷重の

問題点もあることから、さらに施工性の高い消火設備の開発が重要である。 

 

(オ)既存施設に対する運用 

新たにスプリンクラー設備を設置すべきとされた有床診療所及び病院

の中には、法令基準に従って設置することが困難な事例が存在する可能性

もあり、また、現在屋内消火栓設備が設置されているものについては、当

該設備を改造することによりスプリンクラー設備に必要な性能が確保で

きるものが存在することも考えられることから、過去の事例を参考に特例

を適用できる場合の条件等を検討することが必要である。 

 

（5） その他必要な対策 

ア 防火関係の法令に不適合の施設の改善 

消防法令上必要な消防用設備等の未設置の施設や、防火区画や内装制

限などの建築基準法令上に規定される基準に不適合の施設においては、

火災発生時に必要な初期消火、感知・通報、延焼拡大防止が図られない

ため、ソフト面の対策を行ったとしても、十分な効果が得られないこと

となる。 

したがって、関係部局では、それぞれの所管事項に応じ、次のような

措置を講じることが必要である。 

消防部局においては、消防用設備等の不備がある施設や、消防用設備

等点検が不十分な施設について、警告等の手段を講じ、改善を求めるこ

とが必要である。また、こうした施設についての情報を建築部局及び福

祉部局と共有することが重要である。 

建築部局においては、防火上の不備等がある施設の改善を図るため、

建築物防災週間等の機会を捉えて立入調査や改善計画の提出促進を図り、

必要に応じ建築基準法第９条による違反是正命令を行うなどの従来の取
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り組みをさらに推進していくことが必要である。 

医療部局においては、消防部局及び建築部局と連携して、こうした施

設について防火関係の法令に適合させるための早期の改善を促すことが

必要である。 

 

イ 関係行政機関の情報共有・連携体制の構築 

有床診療所及び病院における安全対策を講ずるためには、消防部局、

医療部局、建築部局等の関係機関における情報共有や、連携が不可欠で

ある。 

立入調査等実施時において建築基準法や消防法などの防火関係規定

に不備を把握した行政機関から他の関係部局への情報提供等が重要で

あり、また、関係機関による情報共有を適切に実施することで、その後

の改善に的確に結びつけていくことのできる体制の構築が重要である。 

 

６ 地域医療を担う有床診療所・病院への配慮について 

有床診療所及び病院が地域医療において重要な役割を果たしていること、

今回の火災を踏まえ、有床診療所及び病院の火災安全性を高め、患者が安心

して利用できるようにすべきこと及び厳しい経営環境を踏まえ、消防用設備

等の基準の強化にあたっては最大限の配慮をすべきである。 

 ア 消防用設備等の設置に対する補助 

  ①「消防機関に通報する火災報知設備」や「スプリンクラー設備」等の

設置にあたっては、補助金を活用できるようにして設置の促進を図る

ことが重要である。 

  ②法令上スプリンクラー設備等の設置義務がかからない有床診療所及

び病院についても、施設関係者の判断によりこれらの設備を設置しよ

うとする場合についても、補助金の対象とすべきである。 

 

 イ スプリンクラー設備の設置に係る経過措置について 

スプリンクラー設備の設置義務については、対象となる有床診療所及

び病院において準備を行う期間を考慮し、十分な経過措置を設けること

が必要である。 

 

 ウ 小規模な施設に適した自動消火設備の開発 

スプリンクラー設備の設置が必要となる「避難のために患者の介助が

必要な有床診療所及び病院」は、その床面積が 3,000㎡未満と比較的小
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さく、また、スペースや建物構造等の関係から、スプリンクラー設備の

設置が困難なケースも想定されることから、「消防防災科学技術研究推

進制度」等を活用し、中小規模の施設に適したより施行性の高い自動消

火設備の開発を行うことが必要である。 
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